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加古川西市民病院跡地活用事業者による事業計画の変更について 

 

 

 平成 30年 6月 21日に加古川西市民病院跡地活用事業者（以下「事業者」という。）から、

事業計画の変更について申出があり、下記のとおり事業計画の変更について承諾しました

ので公表します。 

 

１．経緯及び変更理由 
   加古川西市民病院跡地については、事業者との土地建物譲渡契約を締結（平成 29

年 1月 27日）し、事業者が病院と特別養護老人ホームの整備を進めており、病院につ

いては、平成 30年 4月 5日に開院した。事業者が整備を進めるなかで、駐車場の余剰

地については、地域の活性化や人口増に資するため、民間企業に売却し、住宅または

兼用住宅の用途として活用する。  
２．事業計画変更の概要 

施 設 変更前 変更後 

旧中央 

診療棟 
変更なし（医療棟） 

旧別館 変更なし（福祉棟） 

旧本館 

本館解体後に駐車場整備 

※ 上記以外に、将来的な施設の建替

用地としての活用や、余剰地を売却し

て住宅整備等を検討 

本館解体後に駐車場整備 

※ 上記以外は、住宅または兼用住宅の用途

として民間企業に売却 

   

３．売却予定物件概要 

・所 在 ：加古川市東神吉町西井ノ口字沖田 ・地 番 ：378番 16 

・地 目 ：宅地 ・地 積 ：4,711.85㎡ 

 

４．スケジュール（予定） 
 平成30年６月21日  事業者から事業計画変更の申出 

７月30日  総務教育常任委員会へ報告 

８月上旬  事業計画変更（今回）の承諾・通知 

    ９月～   特別養護老人ホームの開設（変更前：６月～） 
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◎参考資料（配置図） ※本図は計画であり、実際とは異なる場合があります。 

 

 

【変更前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後】 
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売却予定地 
（駐車場の余剰地） 
駐車場整備 


